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第１章 総則 

第１節 目的 

（目的） 

第１条 東北公益文科大学（以下「本学」という。）は、教育基本法（平成18年法律第120

号）の精神に則り、社会的利益調和の追求と、公益の研究や実践を通じた国際連携の理

念のもと、深く専門の学術を教授し、社会と時代の要請に応え得る有為の人材を育成す

るとともに、地域の特性を活かした学術研究の振興、文化の向上に寄与することを目的

とする。 

（学部の目的） 

第２条 本学に設置する公益学部公益学科及び国際学部国際コミュニケーション学科の人

材の養成に関する目的その他教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

（１）公益学部公益学科 



グローバルな視野を持ち、地域の人々とともに、地域社会が直面する経済、

行政、福祉などの課題に、リーダーシップをもって果敢に取り組む人材を養成

する。 

（２）国際学部国際コミュニケーション学科 

英語を主軸としつつ、多言語・多文化への理解と対応力も備えた言語運用能

力と国際社会に対する洞察力を持ち、異文化や自国の文化への深い見識と多文

化共生を推進する能力を活かし、地域社会の国際化やグローバル社会の持続可

能な発展に貢献する人材を育成する。 

（大学院研究科の目的） 

第３条 本学に設置する大学院研究科は、公益に関する理論及び実践応用を教授するとと

もに、その研究を行い、高い専門性を要する職業等に必要となる高度な知識及び能力を

持った人材並びに公益研究の発展を担う研究者を養成し、もって公益と経済が調和した

国際社会の発展と学術文化の向上に貢献することを目的とする。 

２ 大学院研究科の修士課程、博士後期課程等の人材の養成に関する目的その他教育研究

上の目的は、次のとおりとする。 

（１）修士課程 

社会変革期における課題解決及び価値創造に求められる、公益学を構成する

ディシプリン、データサイエンス等の基本リテラシー、多様な主体との対話と

協働の技法を身に付け、組織経営領域、国際関係領域、情報科学領域及び地域

共創領域において活躍する人材と、公益の視点から新たな学術的知見を開拓し、

先導する研究者に求められる専門知識、ディシプリン及び研究の方法を身に付

け、博士後期課程に進学する人材を養成することを目的とする。 

（２）博士後期課程 

公益の視点から新たな学術的知見を開拓し、先導する研究者を養成すること

を目的とする。 

 （自己評価等） 

第４条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前３条の目的を達成するため、教育研

究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行いその結果を公表するとともに、積極

的に情報を提供する。 

２ 前項の点検、評価、結果の公表及び情報の提供に関し必要な事項は、別に定める。 

第２節 組織 

 （学部） 

第５条 本学において設置する学部及び学科並びにその学生定員は、次のとおりとする。 

学部及び学科 入学定員 ３年次編入学定員 総定員 

公益学部 公益学科 195人 10人 800人 

国際学部 国際コミュニケーション学科 40人 － 160人 

（大学院研究科） 

第６条 本学において設置する大学院研究科及び専攻並びにその学生定員は、次のとおり

とする。 

 大学院研究科及び専攻 入学定員 総定員 

公益学研究科 公益学専攻 30人 60人 

公益学研究科 公益学研究専攻 ４人 12人 

２ 前項の公益学研究科における課程は、公益学専攻を修士課程とし、公益学研究専攻を

博士後期課程とする。 

（エクステンション教育機構） 

第７条 本学に、エクステンション教育機構を置く。 



２ エクステンション教育機構に関し必要な事項は、別に定める。 

 （図書館） 

第８条 本学に、図書館を置く。 

２ 図書館に関し必要な事項は、別に定める。 

（教育研究実施組織等） 

第９条 本学は、教育研究上の目的を達成するため、前４条の規定により設置された組織

のほか、次の組織（以下「教育研究実施組織」という。）を置く。 

（１）大学運営強化組織 

（２）教育研究推進組織 

（３）教育研究支援組織 

２ 教育研究実施組織に関し必要な事項は、別に定める。 

第３節 教職員組織 

 （教職員組織） 

第10条 本学に、学長、学部長、研究科長、教授、准教授、講師、助教、助手及び事務職

員を置く。 

２ 前項に定めるもののほか、本学に、副学長、技術職員その他必要な教職員を置くこと

ができる。 

（基幹教員） 

第11条 前条第１項に規定する教授、准教授、講師及び助教（以下「教員」という。）のう

ち、学部の教育課程上主要と認める授業科目（以下｢主要授業科目｣という。）を担当す

る者を基幹教員とする。 

２ 前項で規定する者のほか、本学学部において教育課程の編成等に参画し、１年につき

８単位以上の授業科目を担当する者を基幹教員とすることができる。 

（授業科目の担当） 

第12条 主要授業科目については、原則として基幹教員が担当するものとし、主要授業科

目以外の授業科目については、基幹教員が担当するよう努めるものとする。 

２ 主要授業科目に関し必要な事項は、別に定める。 

３ 授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、助手、学生その他本学

が定める者（以下「指導補助者」という。）に補助させることができるものとする。こ

の場合において、十分な教育効果を上げることができると認められるときは、当該授業

科目を担当する教員の指導計画に基づき、授業の一部を指導補助者に分担させることが

できる。 

４ 前項に規定する指導補助者のうち、教員を除く者に対しては、必要な研修を行うもの

とする。 

５ 指導補助者に関し必要な事項は、別に定める。 

第４節 教授会 

 （教授会） 

第13条 本学に、全学教授会を置く。 

２ 公益学部及び国際学部に、それぞれ教授会（以下「各学部教授会」という。）を置く。 

３ 公益学研究科に、研究科教授会を置く。 

 （教授会の構成） 

第14条 全学教授会は、教員その他学長が必要と認める者をもって組織する。 

２ 各学部教授会は、学長が指名する教員で組織する。 

３ 研究科教授会は、東北公益文科大学大学院研究指導教員等審査規程第２条第１項第１

号から第４号までに規定する教員で組織する。 

 （教授会の招集等） 



第15条 学長は、全学教授会を招集し、議長を教授から指名する。 

２ 学部長は、各学部教授会を招集し、その議長となる。ただし、学部長に事故があると

きは、あらかじめ学部長が指名した教授が議長となる。 

３ 研究科長は、研究科教授会を招集し、その議長となる。ただし、研究科長に事故があ

るときは、あらかじめ研究科長が指名した教授が議長となる。 

４ 学長は、全学教授会の構成員の３分の１以上から付議すべき事項を示し、開催の要求

があったときは、要求のあった日から10日以内に全学教授会を招集しなければならない。 

５ 学部長は、各学部教授会の構成員の３分の１以上から付議すべき事項を示し、開催の

要求があったときは、要求のあった日から10日以内に各学部教授会を招集しなければな

らない。 

６ 研究科長は、研究科教授会の構成員の３分の１以上から付議すべき事項を示し、開催

の要求があったときは、要求のあった日から10日以内に研究科教授会を招集しなければ

ならない。 

 （教授会の開催） 

第16条 全学教授会、各学部教授会及び研究科教授会は、構成員の２分の１以上の出席が

なければ開催することができない。 

 （審議事項） 

第17条 全学教授会は、第４項各号に掲げる事項のうち、学長が全学教授会の意見を聴く

ことが必要とした事項を審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

２ 各学部教授会は、各学部に関して、第４項各号に掲げる事項を審議し、学長が決定を

行うに当たり意見を述べるものとする。 

３ 研究科教授会は、公益学研究科に関して、次項各号に掲げる事項を審議し、学長が決

定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

４ 教授会の審議事項は、次の事項とする。 

(１) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること。 

(２) 学位の授与に関すること。 

(３)  教育課程の編成に関すること。 

(４)  教員の教育研究業績の審査基準に関すること。 

(５)  その他教育研究に関する重要事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとし

て学長が定めること。 

５ 全学教授会、各学部教授会及び研究科教授会は、前項に規定するもののほか、教育研

究に関する事項について審議するとともに、学長、学部長及び研究科長の求めに応じ、

意見を述べることができる。 

 （運営細則への委任） 

第18条 この節に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

第５節 学年、学期及び休業日 

 （学年） 

第19条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

 （学期） 

第20条 学期は、次の２期とする。 

 春学期 ４月１日から９月30日まで 

 秋学期 10月１日から翌年３月31日まで 

 （休業日） 

第21条 休業日は、次のとおりとする。 

(１) 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(２) 学長が別に定める春季休業、夏季休業及び冬季休業 



２ 前項の規定にかかわらず、学長は、臨時に休業日を設け、又は休業日を変更すること

ができる。 

第６節 賞罰 

 （表彰） 

第22条 学長は、学生として表彰すべき行為があったときは、各学部教授会及び研究科教

授会の意見を聴き、その者を表彰することができる。 

 （懲戒） 

第23条 学長は、本学の学則に違反し、又は本学の学生としてあるまじき行為があったと

きは、各学部教授会及び研究科教授会の意見を聴き、その者を懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

(１) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(２) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(３) 正当の理由なくして出席が常でない者 

(４) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

４ 懲戒の手続に関し必要な事項は、別に定める。 

第７節 授業料等の徴収 

（授業料等の徴収） 

第24条 本学における授業料、入学金、入学検定料、寮費等は、別に定める。 

第８節 福利厚生施設 

 （福利厚生施設） 

第25条 本学に、福利厚生のための施設を置くことができる。 

２ 前項の施設に関し必要な事項は、別に定める。 

 （学生研修寮） 

第26条 本学に、本学の学生の教育に資するため、学生研修寮を置く。 

２ 学生研修寮に関し必要な事項は、別に定める。 

第９節 公開講座 

 （公開講座の開設） 

第27条 本学において必要があると認められるときは、公開講座を設けることができる。 

２ 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第２章 学部通則 

第１節 修業年限及び在学年限 

（修業年限） 

第28条 本学学部の修業年限は４年とする。 

（在学年限） 

第29条 学部学生は、８年を超えて在学することはできない。ただし、第37条第１項の規

定により入学した者は、同条第３項の規定により定められた在学すべき年数の２倍に相

当する年数を超えて在学することができない。 

第２節 入学、再入学、編入学及び転入学 

（入学の時期） 

第30条 入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、学長は、再入学、編入学、転入学

の場合及び学長が特別な事由があるとして許可した場合は、入学の時期を学期の始めと

することができる。 

（入学資格） 

第31条 本学学部に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 



(１) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(２) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、

これに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

(３) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定したもの 

(４) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外

教育施設の当該課程を修了した者 

(５) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大

臣が定める日以後に修了した者 

(６) 文部科学大臣の指定した者 

(７) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号（以下「試験規則」

という。））による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（試験規則附則第２条の

規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学

入学資格検定に合格した者を含む。） 

(８) その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者 

（入学志願の手続） 

第32条 本学学部に入学を志願する者（以下「学部入学志願者」という。）は、本学所定の

書類等に所定の入学検定料を添えて、本学が指定する期日までに、学長に提出しなけれ

ばならない。 

（入学者の選考） 

第33条 前条の学部入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第34条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、本学の指定する期日までに、

保証人連署の誓約書の提出その他所定の手続を行わなければならない。 

２ 学長は、前項の入学の手続を完了した者に対して、入学を許可する。 

（保証人） 

第35条 前条の保証人は、学生の父母又はこれに代わる者で、当該学生について在学中の

一切の責任を負うものとする。 

２ 保証人を変更したとき、又は保証人が転居したときは、直ちに届け出なければならな

い。 

（再入学） 

第36条 学長は、願いにより本学学部を退学した者又は第57条の規定により除籍された者

が、再入学を希望するときは、選考の上、入学を許可することができる。 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並

びに在学すべき学年については、各学部教授会の意見を聴き、学長が決定する。 

３ 再入学の場合の入学検定料及びその他必要な手続は、別に定める。 

（編入学及び転入学） 

第37条 本学学部の第３年次に編入学又は転入学することのできる者は、次の各号の一に

該当する者とする。 

(１) 学士の学位を有する者 

(２) 他の大学に２年以上在学し、60単位以上（卒業要件に算入されるもの）を修得し

た者 

(３) 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は教員養成学部２年制課程を修

了した者 



(４) 専修学校の専門課程で、修業年限が２年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授

業時間数が1,700時間以上の課程を修了した者 

(５) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）附則第７条に定める従前の規定

による学校の課程を修了し、又は卒業した者 

２ 本学学部の第２年次に編入学又は転入学することのできる者は、前項の各号の一に該

当する者のほかに、他の大学に１年以上在学し、30単位以上（卒業要件に算入されるも

の）を修得した者とする。 

３ 前２項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い

並びに在学すべき年数については、各学部教授会の意見を聴き、学長が決定する。 

４ 編入学及び転入学に関し必要な事項は、別に定める。 

第３節 教育課程及び履修方法 

（授業科目及びその単位数） 

第38条 本学学部に開設する基礎教育科目、専門教育科目及び発展教育科目に関する授業

科目並びにその単位数は、別表第１のとおりとする。 

 （教職課程に関する授業科目及びその単位数） 

第39条 前条に定めるもののほか、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第２条に規定

する教育職員（以下「教育職員」という。）を養成する課程に関する科目及びその単位

数は、別表第２のとおりとする。 

 （社会福祉士養成課程に関する授業科目及びその単位数） 

第40条 前２条に定めるもののほか、社会福祉に関する科目を定める省令（平成20年文部

科学省令・厚生労働省令第３号。以下「科目省令」という。）に定める科目（以下「指

定科目等」という。）、その時間数、単位数及びその履修方法は、別表第４のとおりとす

る。 

 （履修の方法） 

第41条 本学則に定めるもののほか、本学学部において開設する授業科目の履修の方法に

ついては、別に定める。 

（履修すべき科目の登録） 

第42条 学生は、毎学期の当初に当該学期において履修すべき授業科目を登録しなければ

ならない。 

２ 学生は、前項により登録した授業科目以外の授業科目を履修し、又は単位を取得する

ことはできない。 

 （単位の認定） 

第43条 履修した授業科目の単位の認定は、試験、論文、研究報告その他これらに準ずる

方法（以下「試験等」という。）により行う。 

２ 学長は、前項にかかわらず、学生が取得した資格に応じ、当該資格に関連する科目の

単位を認定することができる。 

３ 前項の資格の種類及び認定する科目は、全学教授会又は各学部教授会の意見を聴き、

学長が別に定める。 

（他の大学における修得単位の認定） 

第44条 学長は、他の大学又は短期大学（以下「他大学等」という。）との協定に基づき、

学生が当該他大学等において履修した授業科目について修得した単位を、本学学部にお

ける授業科目により修得したものとみなし、単位を認定することができる。 

２ 前項の他大学等の授業科目を履修しようとする者は、学長にその旨を申請し、その許

可を受けなければならない。 

３ 前２項の規定は、教育上有益と学長が認める大学等について準用する。 

４ 第１項及び前項の規定により与える単位は、60単位を超えないものとする。 



５ 学長は、第55条により外国の大学又は短期大学（以下「外国の大学等」という。）に留

学し履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目により修得した

ものとみなし、単位を認定することができる。 

６ 前項の規定により与える単位は、30単位を超えないものとする。 

 （入学前における既修得単位の認定） 

第45条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学学部に入学する前に大学又は短

期大学において履修した授業科目について修得した単位（当該大学又は短期大学の学生

以外の者で、一又は複数の授業科目を履修するものとして履修し修得した単位を含む。）

を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、

単位を認定することができる。 

 （認定する修得単位数の上限） 

第46条 前２条の規定により認定する修得単位数は、編入学、転入学及び再入学の場合を

除き、合わせて60単位を超えないものとする。 

 （試験） 

第47条 試験の時期は、原則として学期末又は学年末とする。 

 （成績の評価） 

第48条 試験等の評価は、秀、優、良、可及び不可の５種類の評語をもって表し、秀、優、

良及び可を合格とする。 

２ 前項のほか、特別の必要があるときは、その他の評語をもって合格を表すことができ

る。 

３ 成績の評価基準は、別に定める。 

 （単位の計算方法） 

第49条 各授業科目に対する単位の計算方法は次のとおりとする。 

(１) 講義及び演習については、15時間の講義又は演習をもって１単位とする。 

(２)  実習及び実技については、30時間の実習又は実技をもって１単位とする。 

 （履修単位） 

第50条 公益学部の卒業に必要な単位は、次に定める単位を含め、124単位以上を修得する

こととする。ただし、第39条に規定する科目の単位は、これに含めない。 

(１) 基礎教育科目については、62単位 

(２) 専門教育科目と発展教育科目については、合算して62単位 

２ 国際学部の卒業に必要な単位は、次に定める単位を含め、124単位以上を修得すること

とする。ただし、第39条に規定する科目の単位は、これに含めない。 

(１) 基礎教育科目については、48単位 

(２) 専門教育科目と発展教育科目については、合算して76単位 

（授業期間） 

第51条 学部の授業科目の実施に当たっては、第20条に規定する春学期をＳ１クォーター

及びＳ２クォーターとし、秋学期をＡ１クォーター及びＡ２クォーターとして、学期を

それぞれ２分割した授業期間を設けることとする。 

第４節 休学、転学、留学、退学及び除籍 

 （休学） 

第52条 本学学部において、疾病その他やむを得ない事情により２か月以上修学すること

ができない者は、その理由及び期間を明らかにして、保証人連署の上、学長に休学を届

け出なければならない。 

２ 前項の休学のうち疾病による場合は、医師の作成した診断書を添付しなければならな

い。 

３ 学長は、第１項の規定にかかわらず、修学が不適当と認められる者に対し、各学部教



授会の意見を聴き、休学を命ずることができる。 

４ 休学の期間は、１年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認められ

た者にあっては、引き続きさらに１年まで延長することができる。 

５ 休学の期間は、通算して４年を超えることができない。 

６ 休学の期間は、在学期間に算入しない。 

 （復学） 

第53条 休学期間満了のとき又は休学期間であってもその事由が消滅したときは、復学を

申し出ることができる。この場合において、疾病のために休学していた者は、医師の作

成した診断書を添付しなければならない。 

２ 学長は、前項の復学の申出があったときは、各学部教授会の意見を聴き、復学の可否

を決するものとする。 

（転学） 

第54条 他の大学への転学を希望する者は、保証人連署の上、学長に届け出なければなら

ない。 

 （留学） 

第55条 外国の大学等に留学しようとする者は、学長に届け出なければならない。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、在学期間に算入する。 

３ 留学に関し必要な事項は、別に定める。 

 （退学） 

第56条 退学しようとする者は、その事由を明記し、保証人連署の上、学長に届け出なけ

ればならない。 

 （除籍） 

第57条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者については除籍するものとする。ただ

し、第２号に該当するときは、各学部教授会の意見を聴くものとする。 

(１) 第29条に規定する在学年限を超えた者 

(２) 病気その他の理由で成業の見込みがない者 

(３) 催告を受けたにもかかわらず授業料を納入しない者 

第５節 卒業、学士号及び免許等 

 （卒業） 

第58条 学長は、本学学部に４年（第37条第１項により入学した者については、同条第３

項により定められた在学すべき年数）以上在学し、第50条に定める単位を修得した者に

ついては、各学部教授会の意見を聴き、卒業を認定する。 

２ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 （学位の授与） 

第59条 学長は、公益学部を卒業した者に対し、学士（公益学）の学位を授与する。 

２ 学長は、国際学部を卒業した者に対し、学士（国際コミュニケーション）の学位を授

与する。 

 （教育職員の免許状） 

第60条 本学学部において取得できる教育職員の免許状の種類及び免許教科は、別表第３

のとおりとする。 

（社会福祉士国家試験受験資格） 

第61条 別表第４の指定科目等を修得したときは、社会福祉士国家試験の受験資格が付与

される。 

第６節 研究生、聴講生・科目等履修生、特別聴講生、社会人学生及び外国人留学生 

（研究生） 

第62条 学長は、本学学部において、専門事項について研究しようとする者があるときは、



授業及び研究に支障のない限り、選考の上、各学部教授会の意見を聴き、研究生として

入学を許可することができる。 

２ 研究生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （聴講生・科目等履修生） 

第63条 学長は、本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を聴講又は履修しようとす

る者（次条第１項に規定する者を除く。）があるときは、当該科目の授業に支障がない

限り、選考の上、聴講生又は科目等履修生として入学を許可することができる。 

２ 科目等履修生には、単位を与えることができる。この場合において、第43条、第47条

及び第48条の規定を準用する。 

３ 聴講生又は科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （特別聴講生） 

第64条 学長は、本学学部において開設する授業科目のうち、一又は複数の授業科目を選

んで履修を希望する他の大学又は短期大学等の学生があるときは、当該科目の授業に支

障のない限りにおいて、当該大学又は短期大学等との協定に基づき、特別聴講生として

入学を許可することができる。 

２ 特別聴講生には、単位を与えることができる。 

３ 特別聴講生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （社会人学生） 

第65条 学長は、社会人で本学学部に入学を志願する者があるときは、選考の上、社会人

学生として入学を許可することができる。 

２ 社会人学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （外国人留学生） 

第66条 学長は、外国人で本学において教育を受ける目的をもって入国し、本学学部に入

学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがで

きる。 

２ 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第３章 大学院研究科通則 

第１節 修業年限及び在学年限 

 （修業年限） 

第67条 本学大学院研究科（以下｢本大学院｣という。）修士課程の標準修業年限は２年とし、

博士後期課程の標準修業年限は３年とする。 

（長期履修生） 

第68条 職業を有している等の事情により、修士課程の標準修業年限を超えて一定の期間

にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する者（以下「長期履

修生」という。）の修業年限は、３年又は４年とする。 

２ 長期履修生に関し必要な事項は、別に定める。 

（在学年限） 

第69条 本大学院学生は、修士課程に４年、博士後期課程に６年を超えて在学することは

できない。ただし、第75条第１項の規定により入学した者は、同条第２項の規定により

定められた在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在学することができない。 

第２節 入学、転入学及び再入学 

（入学の時期） 

第70条 入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、学長は、転入学、再入学及び学長

が特別な事由があるとして許可したときは、入学の時期を学期の始めとすることができ

る。 



（入学資格） 

第71条 本大学院修士課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とす

る。 

(１) 大学を卒業した者 

(２) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により、学士の学位を授与された者 

(３)  文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を修了した者 

(４) 大学に３年以上在学し、本大学院が所定の単位を優れた成績をもって修得したと

認めた者 

(５) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認められた者で、入学時において22歳に達している者  

(６) 上記の他に、文部科学省が定める入学資格に適する者  

(７) その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

２ 本大学院博士後期課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とす

る。 

(１) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(２) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(３) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位や専門職学位に

相当する学位を授与された者 

(４) 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程を修了し、

修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者  

(５) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(６) 文部科学大臣の指定した者 

(７) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有

する者と同等以上の学力があると認められ、かつ、入学時において24歳に達してい

る者 

(８) その他本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認め

た者 

（入学志願の手続） 

第72条 本大学院に入学を志願する者（以下「大学院入学志願者」という。）は、本学所定

の書類等に所定の入学検定料を添えて、本学が指定する期日までに、学長に提出しなけ

ればならない。 

（入学者の選考） 

第73条 前条の大学院入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第74条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、本学の指定する期日までに、

宣誓書、身元保証書の提出その他所定の手続を行わなければならない。 

２ 学長は、前項の入学の手続を完了した者に対して、入学を許可する。 

（転入学及び再入学） 

第75条 学長は、本大学院への転入学及び再入学（以下「転入学等」という。）を志願する

者があるときは、欠員がある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することが

できる。 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目、単位数の取扱い及び

在学すべき年数については、研究科教授会の意見を聴き、学長が決定する。 

第３節 教育課程及び履修方法 

（授業及び研究指導） 

第76条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研



究指導」という。）によって行うものとする。 

（授業科目の名称及び単位数等） 

第77条 授業科目の名称及び単位数は、別表第１の２のとおりとする。 

２ 授業科目の履修の方法その他必要な事項については、別に定める。 

（研究指導） 

第78条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が、本大学院が定める他の大学院又は

研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、当該研

究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。 

（単位の計算方法） 

第79条 各授業科目に対する単位の計算方法は、次のとおりとする。 

(１) 講義及び演習については、15時間の授業をもって１単位とする。 

(２) 実験、実習及び実技については、30時間の範囲の授業をもって１単位とする。 

（授業期間） 

第80条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則

とする。 

（単位の認定） 

第81条 授業科目を履修し、その試験に合格した者に、その授業科目の修得を認定し、所

定の単位を与えるものとする。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第82条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生が当該

大学院において履修した授業科目について修得した単位を、15単位を超えない範囲で本

大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、第

83条の規定により認定した単位数と合わせて20単位を超えないものとする。 

２ 外国の大学院への留学、外国の学校教育制度で位置づけられた教育施設及び国際連合

大学において履修した授業科目の単位についても同様に扱う。 

（入学前における既修得単位の認定） 

第83条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院にお

いて履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む。）を、本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなす単位数は、転入学等の場合を除き、本大学院

において修得した単位以外のものについては、15単位を超えない範囲で修了の要件とな

る単位として認定することができる。 

（成績の評価） 

第84条 試験等の評価は、秀、優、良、可及び不可の５種類の評語をもって表し、秀、優、

良及び可を合格とする。 

２ 前項のほか、特別の必要があるときは、その他の評語をもって合格を表すことができ

る。 

３ 成績の評価基準は、別に定める。 

第４節 休学、転学、留学、退学及び除籍 

（休学） 

第85条 本大学院において、疾病その他やむを得ない事情により２か月以上修学すること

ができない者は、その理由及び期間を明らかにして、保証人連署の上、学長に休学を届

け出なければならない。 

２ 前項の休学のうち疾病による場合は、医師の作成した診断書を添付しなければならな

い。 



３ 学長は、第１項の規定にかかわらず、修学が不適当と認められる者に対し、研究科教

授会の意見を聴き、休学を命ずることができる。 

４ 博士後期課程については、修了に必要な単位数を修得してからの休学は認められない。 

（休学期間） 

第86条 休学の期間は、原則学期ごととする。 

２ 休学の期間は、修士課程は通算して２年、博士後期課程は通算して３年を超えること

ができない。 

３ 休学の期間は、在学期間に算入しない。 

（復学） 

第87条 休学期間満了のとき又は休学期間であってもその理由が消滅したときは、復学を

申し出ることができる。この場合において、疾病のために休学していた者は、医師の作

成した診断書を添付しなければならない。 

２ 学長は、前項の復学の申出があったときは、研究科教授会の意見を聴き、復学の可否

を決するものとする。 

（転学） 

第88条 他の大学院への転学を希望する者は、学長に届け出なければならない。 

（留学） 

第89条 外国の大学院に留学しようとする者は、学長に届け出なければならない。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、在学期間に算入する。 

３ 留学に関し必要な事項は、別に定める。 

（退学） 

第90条 退学しようとする者は、その事由を明記し、学長に届け出なければならない。 

（除籍） 

第91条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者については除籍するものとする。ただ

し、第２号に該当するときは、研究科教授会の意見を聴くものとする。 

(１) 第69条に規定する在学年限を超えた者 

(２) 病気その他の理由で成業の見込みがない者 

(３) 催告を受けたにもかかわらず授業料を納入しない者 

第５節 課程の修了及び学位 

（修了） 

第92条 学長は、修士課程にあっては、本大学院に２年以上在学するとともに、30単位以

上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う修士論文の審査及び試験

に合格した者に対し、研究科教授会の意見を聴き、修了を認定する。ただし、在学期間

に関しては、次の各号のいずれかに該当する者については、本大学院修士課程に１年以

上在学すれば足りるものとする。 

(１) 優れた業績を上げたと認められた者 

(２) 本学学部在籍中に、本大学院修士課程の科目履修を認められ、演習Ⅰ及び演習Ⅱ

を修得した者 

(３) 大学院入学資格を有し、かつ、本大学院修士課程に入学する前に修得した単位を

本大学院において修得したものとみなし、当該単位数を勘案し、教育課程の一部を

履修したと認められる者 

２ 前項の場合において、個別の研究課題に応じ適当と認められるときは、その研究の成

果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 

３ 学長は、博士後期課程にあっては、本大学院に３年以上在学するとともに、16単位以

上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う博士論文の審査及び試験

に合格した者に対し、研究科教授会の意見を聴き、修了を認定する。ただし、在学期間



に関しては、優れた業績を上げた者については、本大学院博士後期課程に２年以上在学

すれば足りるものとする。 

（学位論文の審査及び試験） 

第93条 学位論文の審査及び試験は、提出された論文又は研究成果を中心とし、それに関

連する科目について、筆記試験又は口頭試問により行う。 

２ 学位論文の審査及び試験の合否は、研究科教授会が判定する。 

３ 前２項に定めるもののほか、学位の審査に関し必要な事項は、別に定める。 

（学位の授与） 

第94条 学長は、本大学院公益学研究科の修士課程を修了した者に対し、修士（公益学）

の学位を授与する。 

２ 学長は、本大学院公益学研究科の博士後期課程を修了した者に対し、博士（（公益学）

又は（学術））の学位を授与する。 

３ 前項の規定にかかわらず、学長は、本大学院の博士論文の審査に合格し、かつ、大学

院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することが確認された者に対し、博士

（（公益学）又は（学術））の学位を授与することができる。 

４ 学位の授与及び前項の審査等に関し必要な事項は、別に定める。 

第６節 研究生、聴講生・科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生 

（研究生） 

第95条 学長は、本大学院において、特定の専門事項について研究しようとする者がある

ときは、当該研究科の教育研究に支障のない範囲において、別に定めるところにより選

考の上、研究科教授会の意見を聴き、研究生として入学を許可することができる。 

２ 研究生を志願することのできる者は、修士以上の学位を有する者又は本大学院がこれ

と同等以上の学力があると認めた者とする。 

３ 研究の期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を延長

することができる。 

（聴講生・科目等履修生） 

第96条 学長は、本大学院において特定の授業科目を聴講し、又は履修することを志願す

る者があるときは、当該研究科の教育に支障のない範囲において、別に定めるところに

より選考の上、研究科教授会の意見を聴き、聴講生又は科目等履修生として入学を許可

することができる。 

２ 聴講生又は科目等履修生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又は本大学

院がこれと同等以上の学力があると認めた者とする。 

３ 科目等履修生に対する単位の授与については、第81条及び第83条の規定を準用する。 

（特別聴講学生） 

第97条 学長は、他の大学院の学生で、本大学院において授業科目を履修することを志願

する者があるときは、当該他大学院との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可

することができる。 

（外国人留学生） 

第98条 学長は、外国人で大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本大学院に

入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することが

できる。 

２ 外国人留学生の入学手続等については、第72条から第74条までを準用する。 

３ 前項で入学許可を得た外国人留学生に対しては、第77条に規定するもののほか、日本

語科目及び日本事情に関する科目を置くことができる。 

（研究生等に関する規定） 

第99条 この節に規定するもののほか、本大学院における研究生、聴講生・科目等履修生、



特別聴講学生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第４章 委任 

（委任） 

第100条 この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則  

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の日前から引き続き在学する者に係る授業科目・履修方法・卒業要件・

その他履修等に関しては、なお従前の例による。 

３ この学則の施行に伴い、必要な経過措置は、別に定める。 



東北公益文科大学学則

　別表第１（第38条関係）

　別表第１（第25条関係）公益学部 公益学科

必修 選択

基礎演習 2

現代公益論 2

探究演習 2

山形地域論 2

英語1 2

英語2 2

英語3 2

英語4 2

EAP1 2

EAP2 2

EAP3 2

EAP4 2

中国語1 2

中国語2 2

中国語3 2

中国語4 2

情報リテラシー 2

データリテラシー 2

基礎プログラミングⅠ 2

基礎プログラミングⅡ 2

キャリアデザインａ 2

キャリアデザインｂ 2

企業研究セミナー 1

文章表現法 2

日経講座：メガトレンド論 2

ジャーナリズムの倫理 2

哲学 2

倫理学 2

文学概論 2

心理学 2

教育学 2

日本史ａ 2

日本史ｂ 2

西洋史ａ 2

西洋史ｂ 2

人文地理学ａ 2

日本地誌 2

世界地誌 2

法学 2

政治学 2

基礎簿記Ⅰ 2

基礎簿記Ⅱ 2

経営学基礎 2

特別支援教育 2

単位数
備　　　　考

8単位必修

同一言語8単位必修

8単位必修

共通科目と合わせて38単位以上
修得

人
文
科
学
系

スタディー導入科目

リ
テ
ラ
シ
ー
科
目

外
国
語
科
目

情
報
科
目

キ
ャ
リ
ア
科
目

共
通
科
目

授　　業　　科　　目

基
礎
教
育
科
目

人文科学系、社会科学系、
STEAM導入科目、SDGs導入科
目から各4単位以上、計16単位
以上修得、かつキャリア科目と合
わせて38単位以上修得

社
会
科
学
系



社会学 2

社会福祉学ａ 2

社会福祉学b 2

ソーシャルワークの基盤と専門職ａ 2

ソーシャルワークの基盤と専門職ｂ 2

政策入門 2

ミクロ経済学 2

マクロ経済学 2

会計学 2

環境社会学 2

経済学 2

自然地理学ａ 2

自然地理学ｂ 2

数学ａ 1

数学ｂ 1

物理学 2

天文学ａ 1

天文学ｂ 1

統計学ａ 1

統計学ｂ 1

医学一般 2

実用数学 1

環境マネジメント論 1

問題解決の思考法 1

情報発信・ファシリテーションの技法 1

社会調査論a 1

社会調査論b 1

日経講座：デジタル社会論○ 2

セキュリティ論 ○ 1

AIと社会 ○ 1

生涯学習論 2

ジェンダー論 2

貧困と福祉 2

都市と交通 2

食糧とエネルギー 2

水と大気 2

海ごみ問題と循環型社会デザイン 2

S
T
E
A
M
導
入
科
目

S
D
G
s
導
入
科
目

共
通
科
目

基
礎
教
育
科
目

人文科学系、社会科学系、
STEAM導入科目、SDGs導入科
目から各4単位以上、計16単位
以上修得、かつキャリア科目と合
わせて38単位以上修得

社
会
科
学
系



経済学特論a 2

経済学特論b 2

ゲーム理論 2

組織の経済学（契約理論） 2

金融論 2

経営管理論 2

経営戦略論 2

経営工学ａ 1

経営工学ｂ 1

マーケティング論 2

現代メディア論 2

企業法務 2

財務諸表論 2

管理会計 2

監査論 2

企業財務分析 2

非営利組織会計 2

ライフサイクルアセスメント論a 1

ライフサイクルアセスメント論b 1

企業組織の心理学 2

社会心理学 2

ヒューマンエラー防止の心理学 2

職場のメンタルヘルス 2

交通心理学 2

憲法 2

行政法 2

民法Ⅰ 2

統治機構論 2

民法Ⅱ 2

国際法 2

国際海洋法 2

行政学 2

地方自治論 2

日本政治論Ⅰ 2

公共経営論 2

日本政治論Ⅱ 2

社会保障論ａ 2

社会保障論ｂ 2

公共経済学 2

地方財政論 2

公的年金論 2

専
門
教
育
科
目

専
門
基
礎
科
目

経
済
・
経
営
コ
ー
ス

政
策
コ
ー
ス

所属コースから20単位以上（同
コースの特定のユニットから8単
位以上を含む）、専門教育科目
全体（専門演習を除く）で36単位
以上修得、かつ発展教育科目と
合算して54単位以上修得



社会政策ａ 1

社会政策ｂ 1

児童・家庭福祉論 2

障害者福祉論 2

高齢者福祉論 2

公的扶助論 2

医療福祉論 2

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 2

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 2

福祉経営論 2

権利擁護と成年後見 2

刑事司法と福祉 2

ソーシャルワークの理論と方法ａ 2

ソーシャルワークの理論と方法ｂ 2

ソーシャルワークの理論と方法ｃ 2

ソーシャルワークの理論と方法ｄ 2

精神保健学 2

人文地理学ｂ 2

サブカルチャー論 2

風景のデザインａ 1

風景のデザインｂ 1

余暇と観光の社会学 2

中心市街地の再生 2

中山間・離島地域論 2

自然環境の保全と共生 2

第六次産業論 2

社会起業家論a 1

社会起業家論b 1

観光・まちづくり演習ａ 2

観光・まちづくり演習ｂ 2

国際観光論ａ 1

国際観光論ｂ 1

観光政策論ａ 1

観光政策論ｂ 1

地域・観光資源論 2

民俗学と観光a 1

民俗学と観光b 1

グリーンツーリズム論 2

観
光
・
ま
ち
づ
く
り
コ
ー
ス

専
門
教
育
科
目

専
門
基
礎
科
目

所属コースから20単位以上（同
コースの特定のユニットから8単
位以上を含む）、専門教育科目
全体（専門演習を除く）で36単位
以上修得、かつ発展教育科目と
合算して54単位以上修得

地
域
福
祉
コ
ー
ス



データサイエンス入門ａ 1

データサイエンス入門ｂ 1

データ分析手法ａ 1

データ分析手法ｂ 1

情報数学ａ 1

情報数学ｂ 1

データベース論 1

データベース演習 1

統計モデリングａ 1

統計モデリングｂ 1

応用数学ａ 1

応用数学ｂ 1

機械学習入門ａ 1

機械学習入門ｂ 1

機械学習理論ａ 1

機械学習理論ｂ 1

応用数学ｃ 1

応用数学ｄ 1

機械学習理論ｃ 1

機械学習理論ｄ 1

Unix演習ａ 1

Unix演習ｂ 1

ゲームデザインａ 1

ゲームデザインｂ 1

計算機基礎理論 1

コンピュータシステム論 1

システム開発技術論 1

インターネット論 1

インターネット演習 1

応用プログラミング 1

データ構造とアルゴリズム 1

情報デザイン論ａ 1

情報デザイン論ｂ 1

マルチメディア論 1

地理情報基礎演習 1

画像情報処理 1

企業活動と情報システム 1

数値情報処理ａ 1

数値情報処理ｂ 1

情報システムａ 1

情報システムｂ 1

情報システムｃ 1

情報システムｄ 1

専
門
教
育
科
目

メ
デ
ィ
ア
情
報
コ
ー
ス

所属コースから20単位以上（同
コースの特定のユニットから8単
位以上を含む）、専門教育科目
全体（専門演習を除く）で36単位
以上修得、かつ発展教育科目と

合算して54単位以上修得

専
門
基
礎
科
目



プロジェクト型応用演習１ 2

プロジェクト型応用演習２ 2

超学際演習1 2

超学際演習2 2

サービス・ラーニング

課題解決実践演習

社会実習（インターンシップ）1 2

社会実習（インターンシップ）2 2

社会実習（インターンシップ）3 2

社会実習（インターンシップ）4 2

海外インターンシップ

国際ボランティア

産学連携型長期学外学修

専門演習Ⅰ 4

専門演習Ⅱ 4

専門演習［留学］Ⅰａ 2

専門演習［留学］Ⅰｂ 2

専門演習［留学］Ⅰｃ 2

専門演習［留学］Ⅱ 2

専
門
教
育
科
目

応
用
演
習
科
目

専
門
演
習

4単位選択必修

8単位必修



多文化共生論 2

文化人類学 2

日本文化論 2

英米文化論a 2

英米文化論b 2

国際関係学 2

グローバル社会と経済 2

国際経営論 2

国際協力・開発論 2

農業食料論 2

社会福祉調査 2

ソーシャルワーク演習Ⅰ 2

ソーシャルワーク演習Ⅱ 2

ソーシャルワーク演習Ⅲ 2

ソーシャルワーク演習Ⅳ 2

ソーシャルワーク演習Ⅴ 2

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 1

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ 1

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ 1

ソーシャルワーク実習Ⅰ 2

ソーシャルワーク実習Ⅱ 3

ソーシャルワーク実習Ⅲ 3

中国語初級Ⅰ 2

中国語初級Ⅱ 2

中国語初級Ⅲ 2

中国語初級Ⅳ 2

中国語中級 2

中国語会話 2

中国語リスニングⅠ 2

中国語リスニングⅡ 2

中国語講読 2

中国語作文 2

ロシア語Ⅰ 2

ロシア語Ⅱ 2

ロシア語Ⅲ 2

ロシア語Ⅳ 2

韓国語Ⅰ 2

韓国語Ⅱ 2

韓国語Ⅲ 2

韓国語Ⅳ 2

日本語演習a 2

日本語演習b 2

日本語演習c 2

日本事情 2

発
展
教
育
科
目

外
国
語
発
展
科
目

専門教育科目（専門演習を除く）
と合算して54単位以上修得

社
会
福
祉
士
養
成
課
程

中
国
語

ロ
シ
ア
語

韓
国
語

日
本
語

（
留
学
生
の
み

）

国
際
教
養
科
目



Active Listening and Reading（中級） 2

Active Listening and Reading（上級） 2

Intensive Listening and Reading 2

英米文学概論 2

英語文学講読a 2

英語文学講読b 2

短期語学留学１

短期語学留学２

実践外国語（期間、大学名）

アントレプレナーシップ入門 2

アントレプレナーシップ基礎a 2

アントレプレナーシップ基礎b 2

アントレプレナーシップ基礎c 2

アントレプレナーシップ応用a 2

アントレプレナーシップ応用b 2

国語基礎

数学基礎

発
展
教
育
科
目

外
国
語
発
展
科
目

専門教育科目（専門演習を除く）
と合算して54単位以上修得

リメディアル科目

キ
ャ
リ
ア
発
展
科
目

　　科目はメディアを利用して行うことができる授業とし、60単位を超えない範囲で、あらかじめ指定した日時にパソコン

　　 　上記別表中、留学外国語の「実践外国語（期間、大学名）」及びリメディアル科目「国語基礎」「数学基礎」を除く

発展英語

留学外国語

　　その他双方向の通信手段によって行うことができる。

修得が必須



国際学部 国際コミュニケーション学科

必修 選択

現代公益論 2

基礎演習 2

山形地域論 2

情報リテラシー 2

データリテラシー 2

基礎プログラミングⅠ 2

基礎プログラミングⅡ 2

キャリアデザインａ 2

キャリアデザインｂ 2

企業研究セミナー 1

文章表現法 2

日経講座：メガトレンド論 2

ジャーナリズムの倫理 2

日経講座：デジタル社会論 ○ 2

セキュリティ論 ○ 1

AIと社会 ○ 1

哲学 2

倫理学 2

文学概論 2

心理学 2

教育学 2

日本史a 2

日本史b 2

西洋史a 2

西洋史b 2

英国庭園文化論 2

人文地理学a 2

世界地誌 2

社会調査論a 1

社会調査論b 1

環境社会学 2

政治学 2

ミクロ経済学 2

マクロ経済学 2

法学 2

ジェンダー論 2

貧困と福祉 2

特別支援教育 2

経済学 2

統計学a 2

統計学b 2

数学a 1

数学b 1

物理学 2

自然地理学a 1

自然地理学b 1

備　　　　考授　　業　　科　　目

基礎教育科目から48単位以上
修得（うち必修科目26単位）
リベラルアーツ・STEAM導入科
目から選択必修（○印の科目か
ら2単位以上）を含めて10単位以
上を修得

単位数

情
報
科
目

スタディー導入科目

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
・
Ｓ
Т
Ｅ
Ａ
М
導
入
科
目

8単位必修

キ
ャ
リ
ア
科
目

基
礎
教
育
科
目

6単位必修

リ
テ
ラ
シ
ー
科
目



EAP1 2

EAP2 2

EAP3 2

EAP4 2

中国語初級Ⅰ○ 2

中国語初級Ⅱ 2

中国語初級Ⅲ 2

中国語初級Ⅳ 2

中国語中級 2

中国語会話 2

中国語リスニングⅠ 2

ロシア語Ⅰ○ 2

ロシア語Ⅱ 2

ロシア語Ⅲ 2

ロシア語Ⅳ 2

韓国語Ⅰ○ 2

韓国語Ⅱ 2

韓国語Ⅲ 2

韓国語Ⅳ 2

日本語教育とやさしい日本語○ 2

日本手話○ 2

日本語演習a○ 2

日本語演習b 2

日本語演習c 2

日本事情 2

国際コミュニケーション概論 2

多文化共生論 2

共創の技法入門 2

社会学 2

English PresentationⅠ ○ 2

英語学概論 ○ 2

英米文学概論 ○ 2

英語音声学 ○ 2

Intensive ReadingⅠ ○ 2

Academic Writing 2

Advanced English Communication 2

English PresentationⅡ 2

Intensive ReadingⅡ 2

英文法 2

英語音声学演習 2

通訳演習 2

Tourism EnglishⅠ 2

英語文学講読a 2

英語文学講読b 2

比較文学 2

8単位必修

外
国
語
科
目

基
礎
教
育
科
目

専
門
教
育
科
目

英
語
科
目

多
言
語
科
目

8単位必修

基礎教育科目から48単位以上
修得（うち必修科目26単位）

多言語科目の○印の科目から2

単位選択必修

共
通
専
門
科
目

Ⅰ
類
　
英
語
学
・
文
学
領
域

専
門
基
礎
科
目

専門教育科目と発展教育科目
を合算して76単位以上（うち
必修科目16単位）を修得

専門基礎科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類の
選択科目のうち、各領域の○
印の科目からそれぞれ6単位を
選択必修



異文化コミュニケーション  ○ 2

日本文化入門  ○ 2

文化人類学  ○ 2

質的調査法  ○ 2

グローバル化時代の地域社会○ 2

英国森林文化論 2

英米文化論a 2

英米文化論b 2

国際化とインクルーシブ社会 2

サブカルチャー論 2

映像文化論 2

国際メディア論 2

庄内の食と文化 2

日本外交史 2

コミュニケーションの心理学 2

多文化共生演習 2

多文化フィールドワーク１ 2

多文化フィールドワーク２ 2

国際社会学  ○ 2

国際関係学  ○ 2

移民・難民論  ○ 2

グローバル社会と経済  ○ 2

社会調査演習  ○ 2

国際社会と法 2

農業食料論 2

グローバルコモンズと法 2

国際協力・開発論 2

NPO・NGO論 2

人権とソーシャルワーク 2

東南アジアの政治と社会 2

国際経営論 2

国際観光論 2

プロジェクト型応用演習Ⅰ 2

プロジェクト型応用演習Ⅱ 2

海外探究型実践プログラム 2

社会実習（インターンシップ） 2

専門演習Ⅰ 4

専門演習Ⅱ 4

Active Listening and Reading（中級） 2

Active Listening and Reading（上級） 2

Intensive Listening and Reading 2

中国語リスニングⅡ 2

中国語講読 2

中国語作文 2

英語科教育法Ⅰ 2

英語科教育法Ⅱ 2

英語科教育法Ⅲ 2

英語科教育法Ⅳ 2

Ⅱ
類
　
多
文
化
理
解
領
域

Ⅲ
類
　
国
際
社
会
領
域

専
門
基
礎
科
目

専
門
基
礎
科
目

専門教育科目と発展教育科目を
合算して76単位以上（うち必修
科目16単位）を修得
留学外国語から2単位以上を選
択必修

4単位選択必修

発
展
教
育
科
目

発
展
外
国
語

教
職
課
程

外
国
語
発
展
科
目

応
用
演
習
科
目

8単位必修専門演習

専門教育科目と発展教育科目
を合算して76単位以上（うち
必修科目16単位）を修得

専門基礎科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類の
選択科目のうち、各領域の○
印の科目からそれぞれ6単位を

選択必修
専
門
教
育
科
目



短期留学a 2

短期留学a（オンライン） 2

短期留学b 3

中期留学a 6

中期留学b 8

中期留学c 10

アントレプレナーシップ入門 2

アントレプレナーシップ基礎a 2

アントレプレナーシップ基礎b 2

アントレプレナーシップ基礎c 2

アントレプレナーシップ応用a 2

アントレプレナーシップ応用b 2

キ
ャ
リ
ア
発
展
科
目

発
展
教
育
科
目

専門教育科目と発展教育科目を
合算して76単位以上（うち必修
科目16単位）を修得
留学外国語から2単位以上を選
択必修

留
学
外
国
語

外
国
語
発
展
科
目



別表第１の２（第 77条関係） 

 

＜公益学専攻修士課程＞ 

授業科目の名称 
単位数 

備考 
必修 選択 

共通科目 公益学総論 2  必修 6 単位修得 

選択 4 単位以上修得  論文作成法 2  

 共創の技法 2  

 情報基礎  2 

 統計学  2 

 社会調査論  2 

 哲学  2 

 倫理学  2 

 ゲーム理論  2 

専門科目 公共経営研究 1  2 選択 8 単位以上修得 

 公共経営研究 2  2 

 公共経営研究 3  2 

 公共経営研究 4  2 

 公共経営研究 a  2 

 公共経営研究 b  2 

 公共経営研究 c  2 

 公共経営研究 d  2 

 公共経営研究 e  2 

 公共経営研究 f  2 

 国際関係研究 1  2 

 国際関係研究 2  2 

 国際関係研究 3  2 

 国際関係研究 4  2 

 国際関係研究 a  2 

 国際関係研究 b  2 

 国際関係研究 c  2 

 国際関係研究 d  2 

 国際関係研究 e  2 

 情報科学研究 1  2 

 情報科学研究 2  2 

 情報科学研究 3  2 

 情報科学研究 4  2 

 情報科学研究 a  2 

 情報科学研究 b  2 

 情報科学研究 c  2 

 情報科学研究 d  2 

 情報科学研究 e  2 

 地域共創研究 1  2 

 地域共創研究 2  2 

 地域共創研究 3  2 

 地域共創研究 4  2 

 地域共創研究 a  2 

 地域共創研究 b  2 



 地域共創研究 c  2 

 地域共創研究 d  2 

 地域共創研究 e  2 

発展科目 スクールソーシャルワーク演習*  2  

 スクールソーシャルワーク実習指導*  2 

 スクールソーシャルワーク実習*  2 

 プロジェクト a  2 

 プロジェクト b  2 

 プロジェクト c  2 

 プロジェクト d  2 

 特別セミナーa  2 

 特別セミナーb  2 

 特別セミナーc  2 

 特別セミナーd  2 

自由科目 教育行政*  2 修了要件単位には含

まない  生徒指導論*  1 

 進路指導論*  1 

 教育心理学*  2 

 教育相談の理論と方法*  2 

 精神保健学*  2 

 児童・家庭福祉論*  2 

 公的扶助論*  2 

 教育学*  2 

演習科目 演習Ⅰ 2  必修 8 単位修得 

 

科目名に「a」または

「b」が付してある科

目は、長期履修生用

の必修科目 

 演習Ⅱ 2  

 演習Ⅲ 2  

 演習Ⅳ 2  

 演習Ⅰa 1  

 演習Ⅰb 1  

 演習Ⅱa 1  

 演習Ⅱb 1  

 演習Ⅲa 1  

 演習Ⅲb 1  

 演習Ⅳa 1  

 演習Ⅳb 1  

 演習（副）  2 

 演習（副）a  1 

 演習（副）b  1 

 

※ 選択科目の修得単位については以下のとおり。 

共通科目から 4 単位以上、専門科目から 8 単位以上（うち主となる研究領域の 1～4 を付番した科目から 4

単位以上、a～e を付した科目から 4 単位以上）、その他、選択単位全体で 12 単位以上修得。 

※ 自由科目の修得単位は、修了要件単位に含まない。 

※ 演習科目のうち、科目名に「a」または「b」が付してある科目は、長期履修生用の必修科目。 

※ 自由科目以外は、メディアを利用して行うことができる授業。科目担当教員があらかじめ指定した日時に、

パソコンそのほか双方向の通信手段によって行うことができる。 

※ 「*」を付した科目は、スクールソーシャルワーク教育課程受講生のみが履修可能。 

  



＜公益学研究専攻博士後期課程＞ 

授業科目の名称 
単位数 

備考 
必修 選択 

公益学研究科目 公益学研究 a  2 選択 4 単位以上修得 

 公益学研究 b  2 

 公益学研究 c  2 

 公益学研究 d  2 

 公益学研究 e  2 

 公益学研究 f  2 

キャリア科目 キャリアディベロップメント  2  

研究指導科目 研究指導Ⅰ 2  必修 12 単位修得 

 

「博士論文指導Ⅰ～

Ⅵ」は、「研究指導Ⅰ

～Ⅵ」の単位を修得

済みの者のみ履修が

可能（在学延長者及

び留年者用科目） 

 研究指導Ⅱ 2  

 研究指導Ⅲ 2  

 研究指導Ⅳ 2  

 研究指導Ⅴ 2  

 研究指導Ⅵ 2  

修了要件外科目 博士論文指導Ⅰ  2 

 博士論文指導Ⅱ  2 

 博士論文指導Ⅲ  2 

 博士論文指導Ⅳ  2 

 博士論文指導Ⅴ  2 

 博士論文指導Ⅵ  2 

 

※ 「博士論文指導Ⅰ～Ⅵ」は、「研究指導Ⅰ～Ⅵ」の単位を修得済みの者のみ履修が可能（在学延長者及び留

年者用科目）。 

 

※ 本課程の全科目は、メディアを利用して行うことができる授業。科目担当教員があらかじめ指定した日時

に、パソコンそのほか双方向の通信手段によって行うことができる。 

 



別表第２（第39条関係）

必修 選択

地理学フィールドワーク 2 ２年春学期以降

体育と健康a 1 ２年春学期以降

体育と健康b 1 ２年秋学期以降

教職入門 2 １年秋学期以降

教育原理 2 ２年春学期以降

教育行政 2 ２年春学期以降

教育心理学 2 １年秋学期以降

憲法 2 １年秋学期以降 国際学部教職課程履修者のみ対象

社会科・公民科指導法Ⅰ 2 ２年春学期以降 中学(社会)・高校公民科必修

社会科・公民科指導法Ⅱ 2 ２年春学期以降 中学(社会)・高校公民科必修

社会科・地歴科指導法Ⅰ 2 ２年春学期以降 中学(社会)・高校地理歴史科必修

社会科・地歴科指導法Ⅱ 2 ２年春学期以降 中学(社会)・高校地理歴史科必修

地理学 2 ２年春学期以降 中学(社会)のみ必修

道徳教育指導論 2 ２年春学期以降 中学のみ必修

総合的な探究の時間の指導法 1 ２年春学期以降

特別活動指導法 1 ２年春学期以降

教育課程の編成とICT活用を含む教育の方法 2 ２年春学期以降

生徒指導論 1 ２年春学期以降

進路指導論 1 ２年春学期以降

教育相談の理論と方法 2 ２年春学期以降

介護等体験 2 ２年の春・秋学期 中学のみ必修

教職実践演習（中・高） 2 ４年秋学期

教育実習Ⅰ 2 ４年春学期以降

教育実習Ⅱ 2 ４年春学期以降 中学のみ必修

実習指導 1 ３年の春・秋学期又は４年の春学期

※ただし、秋入学者の場合は入学時から履修を開始できるものとする。

免許教科 備考

社会

英語

公民

地理歴史

英語

履修時期 備考

上記別表中、下線のある科目はメディアを利用して行うことができる授業とし、あらかじめ指定した日
時にパソコンその他双方向の通信手段によって行うことができる。

中学校教諭一種普通免許状

高等学校教諭一種普通免許状

高等学校教諭一種普通免許状

別表第３（第60条関係）

高等学校教諭一種普通免許状

免許状の種類

中学校教諭一種普通免許状

単位数
授　　業　　科　　目



別表第４（第40条及び第61条関係）

時間数 本学科目名 時間数 単位数 履修方法

30 医学一般 30 2 １年次以降

30 心理学 30 2 １年次以降

30 社会学 30 2 １年次以降

60 社会福祉学ａ・ｂ 60 4 １年次以降

30 社会福祉調査 30 2 ２年次以降

30

30

60

60

60 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ・Ⅱ 60 4 ２年次以降

30 福祉経営論 30 2 ２年次以降

60 社会保障論ａ・ｂ 60 4 ２年次以降

30 高齢者福祉論 30 2 ２年次以降

30 障害者福祉論 30 2 ２年次以降

30 児童・家庭福祉論 30 2 ２年次以降

30 公的扶助論 30 2 ２年次以降

30 医療福祉論 30 2 ２年次以降

30 権利擁護と成年後見 30 2 ２年次以降

30 刑事司法と福祉 30 2 ２年次以降

30

120

90 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ～Ⅲ 90 3 ２年次以降

240 ソーシャルワーク実習Ⅰ～Ⅲ 240 8 ２年次以降

1,200 合計 1,200 69

備　考

社会福祉調査の基礎

指定科目等名

医学概論

心理学と心理的支援

社会学と社会システム

社会福祉の原理と政策

権利擁護を支える法制度

ソーシャルワークの基盤と専門職

ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）

ソーシャルワークの理論と方法

地域福祉と包括的支援体制

福祉サービスの組織と経営

社会保障

ソーシャルワークの理論と方法（専門）

高齢者福祉

障害者福祉

児童・家庭福祉

貧困に対する支援

保健医療と福祉

実習科目（ソーシャルワーク実習指導Ⅰ～Ⅲ、ソーシャルワーク実習Ⅰ～Ⅲ）の履修定員は、６０名とする。

刑事司法と福祉

ソーシャルワーク演習

ソーシャルワーク演習（専門）

ソーシャルワーク実習指導

ソーシャルワーク実習

合計

ソーシャルワーク演習Ⅰ～Ⅴ 150 10 ２年次以降

ソーシャルワークの基盤と専門職
ａ・ｂ

60 4 １年次以降

ソーシャルワークの理論と方法ａ～
ｄ

120 8 ２年次以降
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